
 

静岡県公立大学法人質保証委員会規程 

 

令和３年４月１日 規程第 201 号 

改正 令和４年４月１日、令和６年４月１日、令和７年４月１日、令和７年 12 月 24 日 

 第１章 総則     

（設置） 

第１条 この規程は、静岡県立大学及び静岡県立大学短期大学部における内部質保証を推進

するために設置する静岡県公立大学法人質保証委員会（以下「法人委員会」という。）及び

静岡県立大学部局質保証委員会（以下「部局委員会」という。）の組織その他必要な事項に

ついて定めるものとする。 

 

 第２章 法人委員会     

（所掌事項） 

第２条 法人委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 自己点検・評価に係る基本方針及び自己点検・評価項目の策定に関すること。 

(2) 自己点検・評価の実施（中期計画、外部評価を含む）に関すること。 

(3) 改善方策の検討に関すること。 

(4) 内部質保証活動報告の公表に関すること。 

(5) 内部質保証の体制に関すること。 

(6) 静岡県公立大学法人内部質保証規程（以下「内部質保証規程」という。）第５条に規定

する第三者による評価の受審に関すること。 

(7) 静岡県公立大学法人評価委員会による評価に関すること。 

(8) その他法人委員会が必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 法人委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1) 法人理事（教育・学生支援担当） 

(2) 法人理事（研究・国際交流担当） 

(3) 法人理事（総務担当） 

(4) 副学長 

(5) 学部長 

(6) 学府長 

(7) 研究科長 

(8) 研究院長 

(9) 短期大学部部長 

(10) 附属図書館長 

(11) 短期大学部附属図書館長 

(12) 事務局長 

(13) 事務局次長 



(14) 経営戦略部長 

(15) 総務部長 

(16) 教育研究推進部長 

(17) 学生部長 

(18) 短期大学部事務部長 

(19) 短期大学部学生部長 

(20) 教務委員長 

(21) 国際交流委員長 

(22) 広報委員長 

(23) 産学官連携推進本部長 

(24) その他理事長が指名する者 

（委員長） 

第４条 法人委員会に委員長を置き、第３条第１号の者をもってこれに充てる。 

２ 委員長は、法人委員会の会務を総理する。 

３ 法人委員会に副委員長を置き、第３条第２号の者をもってこれに充てる。 

４ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 法人委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 法人委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 法人委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決

するところによる。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員長が必要と認めるときは、法人委員会の議を経て、委員以外の者を会議に出席

させ、説明を求め、又は意見を述べさせることができる。 

（専門部会） 

第７条 内部質保証に係る専門的事項を遂行するため、法人委員会に、専門部会を置くこと

ができる。 

２ 専門部会に関し必要な事項は、法人委員会が別に定める。 

 

第３章 部局委員会     

（所掌事項） 

第８条 部局委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 内部質保証規程第２条第１項に掲げる部局（以下「部局」という。）における内部質 

保証の実施に関すること。 

(2) 自己点検・評価に係る基本方針及び自己点検・評価項目の具体化に関すること（部局

に関する事項）。 

(3) 自己点検・評価の実施（中期計画、外部評価を含む）に関すること（部局に関する事

項）。 



(4) 改善方策の検討に関すること（部局に関する事項）。 

(5) 内部質保証活動報告の作成に関すること（部局に関する事項）。 

(6) 内部質保証規程第５条に規定する第三者による評価の受審に関すること（部局に関す

る事項）。 

(7) 静岡県公立大学法人評価委員会による評価に関すること（部局に関する事項）。 

(8) その他部局委員会が必要と認める事項。 

（組織） 

第９条 部局委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

(1)  学部、大学院（研究科、学府、研究院）または短期大学部においては学部長、研究科

長、研究院長または短期大学部部長、事務局及び附属図書館においては事務局長 

(2) その他部局で指名する者 

(3) 部局委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

（委員長） 

第 10 条 部局委員会に委員長を置き、前条各号に掲げる委員の中から部局が選出する者をも

ってこれに充てる。 

２ 委員長は、部局委員会の会務を総理する。 

 

 第４章 雑則     

（庶務） 

第 11 条 法人委員会の庶務は、経営財務室において処理する。 

（委任） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか、法人委員会の運営に関し必要な事項は、法人委員会

の委員長が法人委員会に諮り、定める。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行に伴い、静岡県公立大学法人中期・年度計画推進委員会規程及び静岡

県立大学質保証委員会細則は廃止する。 

附 則 

この規程は、令和７年 12 月 24 日から施行する。 

 


